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    メールでのお申し込み ☞ ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ atushi@kondakaikei.co.jp まで 
     

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【講師：工藤 恵之助 氏 プロフィール】 

昭和58年12月7日生まれ 36歳 三戸郡南部町出身 

1999年  南部町立南部中学校 卒業 

2002年  八戸工業大学第一高等学校 卒業 

2006年  東洋大学 卒業 

2012年  司法書士試験合格（27歳） 

2014年  けいのすけ司法書士事務所開業（29歳） 

 
 
 
 
 

 

会社名 参加者名 ＴＥＬ・メールアドレス 会 員・非会員 

  TEL： 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

 
会 員・非会員 

 

◇参加費：１,０００円 （なんぶ相続クラブの会員は参加費無料です。） 

テーマ 「民法(相続法)改正について」 

◇日 時：令和2年10月22日（木） PM3:00～PM4：00 

 

講 師：工藤 恵之助 氏 けいのすけ司法書士事務所 代表司法書士 

中野 淳  氏   ㈱近田会計事務所 資産税課 課長 

お問い合わせ：（株）近田会計事務所 資産税課 担当：坂
さか

 ＴＥＬ0178-43-7051 

 

※セミナーのお申し込み時に会員になっていただいた場合、参加費は無料となります。 

◇ご参加について： 当セミナーは、ライブ配信で行います。 
インターネットに接続できるパソコンを、ご用意ください。なお、接続先・接続方法は、後日 

当事務所より、メールにてご案内いたします。ZOOMによるWEB会議システムを利用します。 

４０年ぶりの

見直し 

・民法のうち、相続法の分野については、昭和55年以来、大きな見直しはされてきませんでしたが、 

社会の高齢化が更に進展し、配偶者に先立たれた高齢者に対する保護が必要になりました。 

また、相続をめぐる紛争防止のために、遺言書の利用促進などの必要性が高まってきました。 

今回は民法における相続法の改正と、改正による税金への影響について、お話をさせていただきます。 

【講師：中野 淳 氏 ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】 

平成9年11月 事務所入社 

平成14年4月に、資産税課 

立ち上げ時の初期メンバー。 

資産税業務に 18年以上携わ

り、相続税申告や相続対策等、

数多くの案件に取り組んでい

る。 
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